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（１）プロポ・総合評価落札方式の運用ガイドライン概要

平成17年3月31日 公共工事の品質確保の促進に関する法律 （法律第18号）

平成17年8月26日 公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針
について （閣議決定）

「公共工事に関する調査・設計についても、工事と同様に発注関係事務の環境整備に努めるとともに、調査・設計の
契約に当たっては、競争参加者の技術的能力を審査することにより、その品質を確保する必要がある。」
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工事 調査・設計等

包括協議

平成12年3月27日　「工事に関する入札に係る総合評価落札方式に
ついて」　（蔵計第763号）

大蔵大臣　→　建設大臣

平成20年5月2日　「公共工事に関する調査及び設計に関する入札に
係る総合評価落札方式について」　（財計第1279号）

財務大臣　→　国土交通大臣

標準ガイドライン

平成12年9月20日　「総合評価落札方式の実施について」
（建設省厚契発第30号）

建設大臣官房長　→　各地方整備局長

平成20年11月5日　「公共工事に関する調査及び設計に関する入札
に係る総合評価落札方式の実施について」

（国官第1354号、国地契第38号）

国土交通大臣官房長　→　各地方整備局長

運用ガイドライン
平成17年9月　「公共工事における総合評価方式活用ガイドライン」

（公共工事における総合評価方式活用検討委員会）

平成20年8月　「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方
式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン（暫定版）」
（設計コンサルタント業務等成果の向上に関する懇談会）

※　平成21年3月　最終版の審議

①運用ガイドラインの位置付け



２．事前に仕様を確定可
能であるが、入札者の提
示する技術等によって、
調達価格の差異に比して、
事業の成果に相当程度の
差異が生ずることが期待
できる業務

１．当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的
な技術が要求される業務であって、提出された技術提
案に基づいて、仕様を作成するほうが最も優れた成果
を期待できる業務

②総合評価落札方式（標準型）

発注方式発注方式の選定フロー

① 当該業務の実
施方針と併せて、評
価テーマに関する
技術提案を求める
ことによって、品質
向上を期待できる
業務

当
該
業
務
（土
木
コ
ン
サ
ル
・測
量
・
地
質
調
査
）

② 当該業務の実
施方針のみで、品
質向上を期待でき
る業務

３．入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等
を付すことにより品質を確保できる業務

価格点：技術点の割合

１：２ ～ １：３

③総合評価落札方式（簡易型）

価格点：技術点の割合

１：１※

①プロポーザル方式

④価格競争方式

・（選定段階で）資格、実績、成績

実施方針＋評価テーマ

・評価テーマ２つ以上の場合は１：３
・評価テーマ１つの場合は１：２

（総合評価型）
実施方針＋特定テーマ

（技術者評価型）
実施方針のみ

・実施方針（評価テーマは求めない）のみ

※業務の難易度に応じて１：２も使用可
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②発注方式の選定フロー



知識

技術評価の重要性

技術点

資格要件

構想力・応用力

価格競争

総合評価

（参考） 標準的な業務内容に応じた発注方式

技術評価の重要性を加えた発注方式例 標準的な業務内容に応じた発注方式（道路の例）

※ 「標準的な業務内容に応じた発注方式例（道路事業）」
（建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の改善につい
て 平成12年7月26日 建設省厚契発第25号、建設業技調
発第119号、建設省営建発第47号） を元に作成

知
　
　
識

価格競争

構想力・応用力

道路詳細設計

予備設計（用地幅決定）

地質調査（詳細設計用、一般）

地質調査（予備設計用、一般）

橋梁（一般形式）詳細設計

補修設計（一般）

総合評価　（１：２～１：３）

総合評価  （１：１）

価格競争

概略設計用図化

予備設計用図化

幅杭打設

交通量観測

定期点検

緊急点検
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・技術提案の簡素化、ヒアリング実施の限定化等よる業務負荷の軽減について検討

・価格点と技術点の比率（１：１～１：３）について業務内容に応じた明確な採用方針を検討

実施方針のみ１：１～２簡易型

実施方針＋評価テーマ（２つ）１：２～３標準型

技術提案比率

１）技術提案の簡素化（比率の考え方）

２）ヒアリング実施について

→ 技術提案（実施方針、評価テーマ）の評価については書面ばかりでなくヒアリングが重
要な評価事項となっていることから、Ｈ２１以降もヒアリングは「当面実施」するものとする。

実施方針のみ１：１
※業務の難易度に
応じて１：２も使用可

簡易型

実施方針＋評価テーマ（１つ）１：２

実施方針＋評価テーマ（２つ
以上）

１：３標準型

技術提案比率

（暫定版） （本格版）

⇒ 技術提案の内容（評価テーマ）と技術評価点の比率（重要性）の整合性を図るこ
とにより、手続きの明確化を図る。

③技術提案の簡素化、比率の考え方

（１）プロポ・総合評価落札方式の運用ガイドライン概要
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④配点ウエイトの考え方

→ 評価項目の重要性や着目点の追加に応じて、成績・表彰を重視する方針の範囲内で、評価ウエイトに選択性
を持たせることにする。
→ 参加表明者（企業）の評価よりも予定技術者の評価を重視する。

※ 技術者評価型プロポーザルについては、「建設コンサルタント業務等の入札・手続の改善について」（平成12年7月）別紙
「標準的な業務内容に応じた発注方式例」を今後見直す予定であり、それまでの暫定的な位置づけとする。

（１：２の配点イメージ）

（１：１の配点イメージ）

特定・入札段階の技術評価 技術提案の
内容

選定・指名段階の技術評価

②総合評価
落札方式

（標準型）
の評価項目

③総合評価
落札方式

（簡易型）
の評価項目

①ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
の評価項目

調達方式

①ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
（総合評価型）

の評価項目

3～5者
を選定

3～5者
以上を
選定

原則、
10者以上
を指名

Ａ

現

行
②ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
（技術者評価型）

の評価項目

3～5者
を選定

実施方針
および
特定テーマ

技術者の
資格・実績等

実施方針 特定テーマ技術者の
成績・表彰

（標準例）

企業の
資格・実績等

企業の
成績・表彰

技術者の
資格・実績等

技術者の
成績・表彰

（標準イメージ）

成績重視

企業の
成績・表彰

技術者の
成績・表彰

技術者
の
資格・
実績等

企業の
資格・
実績等

成績重視

（配点イメージ）

技術者の資格・実績等
技術者の
成績・表彰 実施方針

（標準例）

実施方針 特定テーマ
技術者の
資格・
実績等

技術者の
成績・表彰

原則、
10者以上
を指名

Ａ

Ｂ
①

Ａ
①

Ａ
②

Ｂ
①

Ｂ
③

Ｂ
④

10～15% 15～20%25～35% 35～45%

5～10% 12.5～25%15～20% 50～62.5%

12.5～25% 50%25%～37.5%

25%

50%

75%

7.5～15% 15～30%18～25.5% 37～52%

67%33%

50%

実施方針 評価テーマ価格点

技術者の
成績・表彰 実施方針 評価テーマ価格点

技術者の

資格・

実績等

（１：３の配点イメージ）

技術者の
成績・表彰 実施方針価格点

技術者の
資格・
実績等

75%25%

5～10% 12.5～25%15～20% 50～62.5%

－

１：３
～
１：２

１：１

－

－

ヒアリング
の実施

価格点：
技術点の設定

※業務の難易
度に応じて
１：２も使用可

実施

実施

実施

実施

実施

実施方針
のみ

実施方針
および
特定テーマ

実施方針
および
評価テーマ

実施方針
のみ

技術者の資格・
実績等

技術者の
成績・表彰 実施方針

12.5～25% 25～37.5% 50%

50% 50%

実施方針
のみ

技術者の

資格・
実績等

技術者の
成績・表彰

50% 50%

Ｂ
②

（総合評価型）

（技術者評価型※）

Ｂ

今

後

（１：２の配点イメージ）

（１：１の配点イメージ）

特定・入札段階の技術評価 技術提案の
内容

選定・指名段階の技術評価

②総合評価
落札方式

（標準型）
の評価項目

③総合評価
落札方式

（簡易型）
の評価項目

①ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
の評価項目

調達方式

①ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
（総合評価型）

の評価項目

3～5者
を選定

3～5者
以上を
選定

原則、
10者以上
を指名

Ａ

現

行
②ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式
（技術者評価型）

の評価項目

3～5者
を選定

実施方針
および
特定テーマ

技術者の
資格・実績等

実施方針 特定テーマ技術者の
成績・表彰

（標準例）

企業の
資格・実績等

企業の
成績・表彰

技術者の
資格・実績等

技術者の
成績・表彰

（標準イメージ）

成績重視

企業の
成績・表彰

技術者の
成績・表彰

技術者
の
資格・
実績等

企業の
資格・
実績等

成績重視

（配点イメージ）

技術者の資格・実績等
技術者の
成績・表彰 実施方針

（標準例）

実施方針 特定テーマ
技術者の
資格・
実績等

技術者の
成績・表彰

原則、
10者以上
を指名

Ａ

Ｂ
①

Ａ
①

Ａ
②

Ｂ
①

Ｂ
③

Ｂ
④

10～15% 15～20%25～35% 35～45%

5～10% 12.5～25%15～20% 50～62.5%

12.5～25% 50%25%～37.5%

25%

50%

75%

7.5～15% 15～30%18～25.5% 37～52%

67%33%

50%

実施方針 評価テーマ価格点

技術者の
成績・表彰 実施方針 評価テーマ価格点

技術者の

資格・

実績等

（１：３の配点イメージ）

技術者の
成績・表彰 実施方針価格点

技術者の
資格・
実績等

75%25%

5～10% 12.5～25%15～20% 50～62.5%

－

１：３
～
１：２

１：１

－

－

ヒアリング
の実施

価格点：
技術点の設定

※業務の難易
度に応じて
１：２も使用可

実施

実施

実施

実施

実施

実施方針
のみ

実施方針
および
特定テーマ

実施方針
および
評価テーマ

実施方針
のみ

技術者の資格・
実績等

技術者の
成績・表彰 実施方針

12.5～25% 25～37.5% 50%

50% 50%

実施方針
のみ

技術者の

資格・
実績等

技術者の
成績・表彰

50% 50%

Ｂ
②

（総合評価型）

（技術者評価型※）

Ｂ

今

後
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管理技術者の資格要件の具体化

① 主要３業務における具体的な資格要件

⇒ 主要３業務においては評価を行う具体的な資格要件を明示することにより、評価の透明性
を図る。

業務区分 必須資格 必要に応じて適用する資格等

土木コンサルタント
技術士（業務内容に応じた部門を明示）、
RCCM

博士（工学）
（博士の設定は、研究業務等高度な技術
検討や学術的知見を要する業務の場合に
限る。）

測量

地質調査
技術士（業務内容に応じた部門を明示）、
RCCM、地質調査技士

博士（工学・理学・学術）
（博士の設定は、研究業務等高度な技術
検討や学術的知見を要する業務の場合に
限る。）

（測量業務は測量法により測量士資格を必須としているため、選定時及び特定・入札
時の評価項目としない。）
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⑤管理技術者の資格要件

標準設定資格



プロポーザル方式及び総合評価落札方式における地域要件、地域貢献度等の採用方針
について検討

○
（指名時）

○
（指名時）

○
（業務実施可能

者数を勘案）

価格競争方式（簡易公募）

○
（指名時、入札時）

○
（指名時）

○
（業務実施可能
者数を勘案）

総合評価落札方式

○
（選定時、特定時）

××プロポーザル方式

地域精通度
（技術者評価）

地域貢献度
（企業評価）

地域要件

→ プロポーザル方式では、原則として地域要件を設定しない。地域貢献度は評価しない。地域精通度は技術者
評価（選定、特定段階）及び実施方針（特定段階）の中で実施する。

→ 総合評価落札方式においては、業務実施可能者数を勘案した上で、必要に応じて地域要件を設定する。地域
貢献度は災害協定等の締結状況を勘案して、必要に応じて企業の評価（選定段階のみ）の指標とする。地域精通
度は技術者評価（選定、入札段階）の指標とする。

⇒ 地域要件、地域貢献度等の評価方針を明確化することにより、評価の透明性を図る。
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⑥地域要件、地域貢献度、地域精通度の設定



（参考）地域要件、地域精通度、地域貢献度の種類

例 ： 一定の地域内に本店又は支店、営業所があるか

地域精通度

例 ： 近隣地域での業務実績があるか

地域貢献度

例 ： 災害協定に基づく活動実績があるか

企業・技術者の
評価項目として設定する。

地理的条件

防災活動

地域要件 入札参加資格として
設定する。

例 ： ボランティア活動の実績があるか
（災害ボランティアやクリーンアップキャンペーン等）

（ボランティア活動）

（１）プロポ・総合評価落札方式の運用ガイドライン概要
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予定価格 15,000,000 (消費税抜き)
調査基準価格 11,000,000 (消費税抜き)

入札調書（総合評価落札方式） 価格点の満点 20点

１．件名 ○○橋詳細設計業務

１．所属事務所 ○○河川国道事務所 印

１．入札日時 平成２１年○月○日　○時○分

　　　　　　　　 印

評価値

(Ａ）＋（Ｂ）

○○エンジニアリング（株） 5.0 10.0 10.0 10.0 35.0 11,000,000 5.3333 40.3333

（株）○○コンサルタンツ 5.0 10.0 10.0 10.0 35.0 12,500,000 3.3333 38.3333

（株）○○ 5.0 10.0 15.0 5.0 35.0 10,500,000 6.0000 41.0000 低入札

○○コンサルタント（株） 5.0 10.0 10.0 25.0 50.0 13,500,000 2.0000 52.0000 落札

○○設計（株） 5.0 10.0 10.0 0.0 25.0 10,700,000 5.7333 30.7333 低入札

（株）○○測量設計 5.0 10.0 5.0 0.0 20.0 10,800,000 5.6000 25.6000 低入札

○○（株） 5.0 10.0 10.0 5.0 30.0 18,500,000 予定価超過 -

○○（株） 5.0 10.0 15.0 15.0 45.0 11,200,000 5.0666 50.0666

（株）○○○○ 5.0 10.0 10.0 0.0 25.0 11,600,000 4.5333 29.5333

(株)○○ 5.0 10.0 5.0 0.0 20.0 16,000,000 予定価超過 -

　　　入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額である。

　 上記は入札書の記載事項と相違ないことを証明する。

平成○年○月○日

技術点の内訳 第１回

                      執行員

                      立会人

備考 摘要業　者　名
予定技術者の
資格及び実績等

予定技術者の
成績及び表彰

評価テーマ 入札価格 価格点（Ｂ）実施方針

技術点
合計（Ａ）

(60点満点)

様式－１

（１）プロポ・総合評価落札方式の運用ガイドライン概要

⑦評価結果の公表
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　　　　　　　　落札者の内訳（全業務） 184件

94件

37件

23件 30件

最低価格者
最低価格者以外

技術点の
最高得点者以外

技術点の
最高得点者

20.1%

51.1%

12.5%
16.3%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

10

⑧H20年度業務 総合評価落札方式における落札者の状況（全体）

・技術点の最高得点者（最低価格者以外）が落札した割合は、94件(51.1%)であり、過半数を占める。
・最低価格者を含め、技術点の最高得点者が落札した割合は131件（71.2%)であり、技術点による競
争が優位な結果となっている。

参考

平成１９年度における、工事の総合
評価落札方式の落札者の内訳

最低価格者

最低価格者
以外

最高得点者
以外

最高得点者

30.9%

28.9%

25.7%

14.5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

落
札
者
の
割
合

価格

技術評価点

（１）プロポ・総合評価落札方式の運用ガイドライン概要

→その他詳細な分析結果は別添参考資料を参照。



（２）調査・設計業務の低入札対策について

低入札調査基準価格以下の入札に対して品質確保の観点から追加調査をするなどの
効果のある低入札対策について検討

⇒ 低入札による業務の実施が品質低下となる恐れがあることから、業務執行体制の強化
の義務づけを図る。

低入札による受注低入札による受注

業務の品質管理
体制が不備？

・技術者に対する適正な報
酬が支払われない？

・サービス残業を強いる？

赤字受注が他の業務
の執行に要影響？

現地調査に関する
安全対策が不備？

・第三者照査の
義務づけ

⇒ 全業務へ拡大

誓約書の提出

・技術者への適正な報酬の支払い

・他の業務の適正な執行を妨げない等

総合評価方式における技術評価点の減点

・低入札業務を実施している管理技術者、
担当技術者が配置技術者となって参加し
た場合

管理技術者等の強化

・手持ち業務量の制限強化

・担当技術者の強化

・測量・地質調査業務な
どの外業の現地履行確
認体制の強化等

これまでの
対策

追加対策

業務完了後、履行調査を実施し、誓約書に反した場
合は、成績評定を減点する。

・入札価格の内訳書の
明細書及び技術経費等
の内訳書の提出

発注者の品質管
理体制の強化を
強いる？

表彰の制限

・低入札により受注した
業務を表彰の対象外に

低入札による受注低入札による受注

業務の品質管理
体制が不備？
業務の品質管理
体制が不備？

・技術者に対する適正な報
酬が支払われない？

・サービス残業を強いる？

・技術者に対する適正な報
酬が支払われない？

・サービス残業を強いる？

赤字受注が他の業務
の執行に要影響？
赤字受注が他の業務
の執行に要影響？

現地調査に関する
安全対策が不備？
現地調査に関する
安全対策が不備？

・第三者照査の
義務づけ

⇒ 全業務へ拡大

誓約書の提出

・技術者への適正な報酬の支払い

・他の業務の適正な執行を妨げない等

誓約書の提出

・技術者への適正な報酬の支払い

・他の業務の適正な執行を妨げない等

総合評価方式における技術評価点の減点

・低入札業務を実施している管理技術者、
担当技術者が配置技術者となって参加し
た場合

総合評価方式における技術評価点の減点

・低入札業務を実施している管理技術者、
担当技術者が配置技術者となって参加し
た場合

管理技術者等の強化

・手持ち業務量の制限強化

・担当技術者の強化

・測量・地質調査業務な
どの外業の現地履行確
認体制の強化等

これまでの
対策

これまでの
対策

追加対策追加対策

業務完了後、履行調査を実施し、誓約書に反した場
合は、成績評定を減点する。

・入札価格の内訳書の
明細書及び技術経費等
の内訳書の提出

発注者の品質管
理体制の強化を
強いる？

発注者の品質管
理体制の強化を
強いる？

表彰の制限

・低入札により受注した
業務を表彰の対象外に

これまでの対策
（H20.12)

追加対策
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（参考）建設コンサルタント業務等における低入札対策

○平成19年4月より、予定価格が1000万円を超える競争入札の案件を対象に、低入札価格調査制度を導入。

○調査基準を下まわる入札があった場合は、入札を留保して低入札価格調査を実施。
主な調査内容：低入札の理由、入札価格の内訳書、履行体制、過去に受注した業務及び成績状況等。

○適切な履行がなされないおそれがある場合は、その者を落札者とせず、次順位者との手続きに移行。

（１）低入札価格調査制度の導入

（２）業務コスト調査の実施

○平成20年4月より、低入札価格調査制度の調査基準価格を下回る価格をもって契約した業務を対象に実施。

○受注者は、業務完了後に完成業務原価や受注業務の売上総利益（損失）及び営業利益（損失）の実態等、業
務コスト構造を詳細に把握できる資料を提出する。

○業務コスト調査の結果、低入札案件において

・赤字受注の傾向が確認され、品質確保に懸念 → 新たな低入札対策の導入を検討

・黒字受注の傾向が確認され、品質確保の問題なし → 積算基準の見直し

（２）調査・設計業務の低入札対策について



■業務成績評定要領に関する改正の主なポイント

（３）委託業務等成績評定要領の改正について

１．発注者支援業務等１．発注者支援業務等採点表の新規制定採点表の新規制定
・これまで業務成績評定を実施していなかった発注これまで業務成績評定を実施していなかった発注者支援業務、公物管理補助業務及び行政事務補助業務者支援業務、公物管理補助業務及び行政事務補助業務

にについて、業務成績評定を実施するため、ついて、業務成績評定を実施するため、新たに新たに評定基準を制定評定基準を制定

２．２．現行採点表の一部改正現行採点表の一部改正
22--11 「業務執行に係る過失に伴う減点」項目の追加「業務執行に係る過失に伴う減点」項目の追加

・業務履行中に問題が認められた案件において、通常の成績評定の外枠で減点が行えるよう「業務執行に係業務履行中に問題が認められた案件において、通常の成績評定の外枠で減点が行えるよう「業務執行に係

る過失に伴う減点」項目を導入る過失に伴う減点」項目を導入

22--22 減点評価項目の廃止減点評価項目の廃止

・現行考査基準の減点評価項目を廃止して通常の評価項目に置き換えることにより、・現行考査基準の減点評価項目を廃止して通常の評価項目に置き換えることにより、満点が１００点満点が１００点になるよになるよ

うに変更うに変更 （現行は満点が９６点程度）（現行は満点が９６点程度）

22--33 低入札価格調査及び業務コスト調査における減点基準の制定低入札価格調査及び業務コスト調査における減点基準の制定
①低入札価格調査における虚偽説明等による減点①低入札価格調査における虚偽説明等による減点
・調査対象者の故意又は重大な過失による虚偽説明等が明らかとなった場合の減点基準・調査対象者の故意又は重大な過失による虚偽説明等が明らかとなった場合の減点基準
②業務コスト調査における虚偽説明等による減点②業務コスト調査における虚偽説明等による減点
・相当の理由なく期限内に業務コスト調査マニュアルに基づいて策定された調査票等の提出がない場合・相当の理由なく期限内に業務コスト調査マニュアルに基づいて策定された調査票等の提出がない場合
又は調査票に虚偽の記入があることが判明した場合の減点基準又は調査票に虚偽の記入があることが判明した場合の減点基準

22--44 対象業務の契約金額の引き下げ対象業務の契約金額の引き下げ
・業務カルテの提出対象業務の拡大より、対象業務について１件の・業務カルテの提出対象業務の拡大より、対象業務について１件の契約契約金額が５００万円を超える業務から１金額が５００万円を超える業務から１
００万円を超える業務へ引き下げ００万円を超える業務へ引き下げ
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（４）設計業務における新たな積算手法の試行について ①

①積算基準の妥当性の検証が困難
・積算基準と企業会計の費用区分が異なる。（企業会計：原価と販管費 積算基準：直接人件費とその他諸経費）

・企業会計上存在しない「技術経費」を使用。

②諸経費の算定方法が誤解を生みやすい。
・「諸経費」が企業会計でいう経費と異なる概念であり、対外的に誤解を受けやすい。
（平均売上総利益率（粗利率）：約２５～３０％，諸経費率：１２０％）

積算手法に関する課題

14

○ （直接人件費） ＝ （歩掛） × （技術者単価）

直接人件費 直接
経費

技術経費
諸経費

（業務管理費及び一般管理費等）
（業務処理に従事する技術者の人件費）

建設コンサルタント等における
平素からの技術能力の高度
化に要する経費等

○ （直接経費） → 積み上げ計上 ※一部の経費は直接人件費に対する率で計上

○ （諸経費） → 直接人件費の１２０％を計上 （建設コンサルタントへ発注する場合）

※ 財団法人へ発注する場合は直接人件費の１００％

○ （技術経費） ＝｛ （直接人件費） ＋ （諸経費） ｝ × ２０～４０％ ※ 業務の難易度に応じて設定

現行積算基準の費目構成



（４）設計業務における新たな積算手法の試行について ②

①直接人件費 ： 技術者単価×人日により算定

②直接経費（積上げ部分） ： 直接経費のうち、旅費交通費、電子成果品作成費などを積み上げ計上

③直接経費（積上げ部分除く）及び間接原価 ： ③＝①×α／（１－α）
α：原価に占めるその他経費の割合＝45%

④一般管理費等 ： ④＝（①+②+③）×β／（１－β）
β：業務価格に占める一般管理費等の割合＝30%

直接原価 間接原価

③間接原価
（率計上）

④一般管理費等
・販管費
・付加利益
（率計上）

①直接人件費
（積上計上）

③直接経費
（率計上）

②直接経費（積上計上）

①直接人件費
（積上計上）

平成21年度より試行を開始

設計業務における新たな積算手法
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売上総利益売上原価

直接原価 間接原価
販売費及び
一般管理費

営業
利益

＜参考＞企業会計（損益計算書より）



建設コンサルタント業務等における平成２１年度の課題

調査・設計における総合評価落札方式の更なる拡大（Ｈ20年度実施件数の5倍を目標）を実現す
るため、以下の課題について検討を行う。

１） 実施手順の見直しによる業務の効率化、簡素化については、比較する事例が少なかったことから、
平成21年度にいくつかの試行を行った上で検討する。

２） 評価項目、評価テーマ数の精査については、平成21年度に更に実施例を積み重ねた上で検討
する。

３） 設計共同体の活用について検討を行う。

１）業務コスト調査の実施・分析

かかった費用（コスト）と業務成績、利益の発生状況等を調査する「業務コスト調査」を実施している
ところ（約1,000件超）であり、早急にデータの分析・評価を行った上で必要な対策を講じる。

２）低入札追加対策の検討

しかしながら依然として厳しい低入札状況に直面しており、当面の措置として更なる緊急的な低入
札対策の実施について検討を行う。

一部の業務において試行を開始し、課題等について検証する。

①入札契約制度に関する課題

②低入札対策

③新たな積算手法
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